
議 第 ７ ２ 号  

 

交 流 プ ラ ザ 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 交 流 プ ラ ザ 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

  令 和 ５ 年 （ ２ ０ ２ ３ 年 ） ９ 月 ５ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 交 流 プ ラ ザ 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 交 流 プ ラ ザ 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 条

例 第 ５ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ５ 条 第 １ 項 中 「 及 び 別 表 第 ２ 」 を 「 、 別 表 第 ２ 及 び 別 表 第 ３ 」 に

改 め る 。  

 別 表 第 ２ の 次 に 次 の １ 表 を 加 え る 。  

別 表 第 ３ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 そ の 他 設 備 使 用 料  

設備名 

使用区分 

午前 午後 夜間 

午前９時から正午

まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後６時から午後

１０時まで 

 円 円 円 

冷蔵庫（倉庫１０２） ８０ １００ １００ 
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温蔵庫（倉庫１０２） ９６０ １，２８０ １，２８０ 

備 考  

１  二 以 上 の 使 用 区 分 を 連 続 し て 使 用 す る 場 合 の 使 用 料 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 金 額 と す る 。  

⑴  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  午 前 及 び 午 後 の 欄 の 額 に そ

れ ぞ れ 該 当 す る 次 項 か ら 第 ４ 項 ま で 及 び 第 ６ 項 の 規 定 を 適

用 し た 後 の 額 を 合 算 し た 額  

⑵  午 後 １ 時 か ら 午 後 １ ０ 時 ま で  午 後 及 び 夜 間 の 欄 の 額 に

そ れ ぞ れ 該 当 す る 次 項 か ら 第 ４ 項 ま で 及 び 第 ６ 項 の 規 定 を

適 用 し た 後 の 額 を 合 算 し た 額  

⑶  午 前 ９ 時 か ら 午 後 １ ０ 時 ま で  午 前 、 午 後 及 び 夜 間 の 欄

の 額 に そ れ ぞ れ 該 当 す る 次 項 か ら 第 ４ 項 ま で 及 び 第 ６ 項 の

規 定 を 適 用 し た 後 の 額 を 合 算 し た 額  

２  柏 崎 市 、 刈 羽 村 及 び 出 雲 崎 町 の 住 民 以 外 の 者 が 使 用 す る 場

合 の 設 備 の 使 用 料 は 、 定 額 を １ ０ 割 増 と す る ほ か 、 次 項 、 第

４ 項 及 び 第 ６ 項 の 規 定 を 適 用 す る 。  

３  入 場 料 を 徴 収 す る 映 画 、 演 劇 、 演 芸 、 演 奏 そ の 他 こ れ ら に

類 す る も の の 使 用 又 は 商 品 の 販 売 に あ っ て は 、 設 備 の 使 用 料

は 定 額 の １ ０ 割 増 と す る 。 た だ し 、 入 場 料 （ 入 場 料 そ の 他 こ

れ に 類 す る 料 金 を 徴 収 す る も の を 含 む 。 ） が ２ ， ０ ０ ０ 円 以

下 の 場 合 の 設 備 の 使 用 料 は 、 定 額 の ５ 割 増 と す る 。  

４  業 務 上 の 利 用 又 は 広 告 、 宣 伝 、 展 示 そ の 他 こ れ ら に 類 す る

も の で あ っ て 将 来 に 利 便 を 得 よ う と し て 使 用 す る も の と 認 め

た と き は 、 設 備 の 使 用 料 は 定 額 の ５ 割 増 と す る 。  

５  使 用 時 間 が こ の 表 に 定 め る 使 用 時 間 に 満 た な い 場 合 で あ っ

て も 、 時 間 割 計 算 は 行 わ な い 。  

６  あ ら か じ め 許 可 し た 使 用 時 間 を 超 過 し て 使 用 す る 場 合 の 当

該 超 過 に 係 る 使 用 料 は 、 １ 時 間 に つ き 、 設 備 の 使 用 料 の 時 間

割 計 算 に よ る 額 の ２ 割 増 相 当 の 額 を 徴 収 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 当 該 超 過 使 用 時 間 が １ 時 間 に 満 た な い と き は 、 １ 時 間

と し て 計 算 す る 。  
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附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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